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令和８年４月８日 

大東市立住道南小学校いじめ防止基本方針 
 

 いじめ問題の取り組みに当たっては、「いじめは、どの子にも、どの学校にも起こり得

る」という認識に立ち、教職員が自らの課題として切実に受け止め、その防止・解消に

徹底して取り組むべき重要な課題である。 

 近年、携帯電話等の普及により、学校内外の不特定多数の人間とも、安易に結びつき

やすい中で、些細な人間関係のこじれ等がいじめに発展した事案も発生している。児童

間の多様なつながりを学校や保護者がますます把握しにくくなる状況の中で、学校、家

庭、地域が一体となっていじめの未然防止、早期発見、早期対応に取り組まなければな

らない。 

 いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、心身の健全な成

長や、人格の形成への重大な影響のみならず、児童の生命や身体に重大な危険を生じさ

せるおそれがあるものである。ついては、いじめ防止対策推進法（以下「法」という）

第 13 条及び「大東市いじめ防止基本方針」（改定平成３０年４月）に基づき、いじめ防

止等のための対策に関する基本的な方針として「大東市立住道南小学校いじめ防止基本

方針」（以下、学校基本方針）を定めるものとする。 

 また、いじめ防止基本方針は保護者や地域住民が確認できるようホームページに掲載

するとともに、入学式や年度初めに始業式、児童集会などで周知する。 

 

１．いじめの定義 

  

   「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等

当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を

与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の

対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。（いじめ防止対策推進

法第２条） 

 

 （１）「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や塾やスポーツ

クラブ等の当該児童が関わっている仲間や集団（グループ）等、当該児童との

何らかの人間関係を指す。 

 （２）「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、

嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。 

   ※けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場合も

あるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじ

めに該当するか否かを判断する。 

   ※インターネット上で悪口の書き込み等があり、被害児童がそのことを知らず、

心身の苦痛を感じていない場合でも、加害児童に対する指導など、適切な対応

が必要となる。 

   ※いじめに当たる以下のような例であっても、「いじめ」という言葉を使わず指導

するなど柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であって

も法が定義するいじめに該当するため、事案を法第２２条に基づく「いじめ防

止対策員会（以下に定義）」で情報共有する。 

 

 （例１）好意から行った行為が意図せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてし
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まったような場合 

 （例２）軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害児童が謝罪し、教員の指導によら 

     ずして良好な関係を再び築くことができた場合 等 

 具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。 

  ①冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

  ②仲間はずれ、集団による無視をされる。 

  ③軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。 

  ④ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

  ⑤金品をたかられる。 

  ⑥金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

  ⑦嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

  ⑧パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる。 等 

 

２．学校及び教職員の責務 

   

  学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保

護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじ

めの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを

受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。（いじ

め防止対策推進法第８条） 

 

３．いじめ防止対策のための組織 

 （１）いじめ防止対策のための組織の設置 

   ①いじめの防止等の対策や対応と共に、いじめ防止等の取り組みの検証などを実

効的に行う組織として、「いじめ防止対策委員会（以下対策委員会という。）」を

置く。 

   ②構成員は、校長・教頭・教務・生活指導部（いじめ・不登校担当）・学級担任・

支援教育コーディネーター・養護教諭（必要に応じて SC,SSW 等専門機関を加え

る）とし、適宜、教育アドバイザー及びスクールロイヤーからの助言を得る。（組

織図〈6.に記載〉に示すとおり） 

 （２）対策委員会の役割 

   ①未然防止 

    いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う。 

   ②早期発見・事案対処 

   （ⅰ）いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割 

   （ⅱ）いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などにかかる情報の収集と記  

      録、共有を行う役割 

   （ⅲ）いじめに係る情報（疑いを含む）があった時には、以下のような役割を担

う。 

     ○緊急会議を開催するなどして、情報を迅速に共有する。 

     ○関係児童に対するアンケート調査、聞き取り調査等により、事実関係を把

握する。 

     ○いじめであるか否かの判断を行う。等 

   （ⅳ）被害児童に対する支援、加害児童に対する指導の体制・対応方法の決定、

保護者との連携などの対応を組織的に実施する役割 
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   ③学校基本方針に基づく各種取り組みに関する役割 

   （ⅰ）学校基本方針に基づく取り組みの実施や具体的な年間計画の作成・実行・

検証・修正を行う。 

   （ⅱ）学校基本方針の年間計画に基づき、校内研修を企画し、計画的に実施する。 

   （ⅲ）学校基本方針が適切に機能しているかの点検、見直しを実施する。 

 

４．いじめ防止のための基本方針 

 (１) いじめの未然防止 

   ①いじめに向かわない態度・能力の育成、いじめが起きにくい・いじめを許さな   

    い環境作りのために、道徳教育や体験活動等、年間の教育活動全体を通じ、全

ての児童に「いじめは決して許さない」ことの理解を促し、児童の豊かな情操

や道徳心、互いの人格を尊重し合える態度を育てる。 

   ②いじめはどの児童にも起こりうるという事実を踏まえ、すべての児童を対象に、

いじめに向かわせないための未然防止の取り組みとして、児童会が中心となっ

て児童が自主的にいじめの問題について考え、議論することなどのいじめの未

然防止に資する活動の取り組みに努める。 

   ③未然防止に関わる学校の取り組みとして、運動会やなかかつフェスティバル、

校外宿泊学習などの学校行事を通して、児童が心の通じ合うコミュニケーショ

ン能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるよう

な授業づくりや集団づくりを行う。 

   ④学校生活アンケート・聴き取り調査によって初めていじめの事実が把握される

例も多く、いじめの被害者を助けるためには児童の協力が必要となる場合があ

る。このため、児童に対して、傍観者とならず、教職員への報告をはじめとす

るいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させる。 

   ⑤ネット上のトラブル等の課題解決に対しては、情報モラル教育の一層の推進の

ため、年間計画に位置づけるとともに保護者への啓発活動も行う。 

 

 (２) いじめの早期発見 

①いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを

装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われるこ

とが多いことを認識する。 

②いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であることから、児童のさ

さいな変化に気付く力を高めることが必要である。ささいな兆候であっても、

いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、単発

的、かつ軽微な事案もいじめと認知しなければならない。このため、日頃から

児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す変化や危険信号を見逃さ

ないようアンテナを高く保つ。 

③定期的なアンケート調査や教育相談の実施など、児童がいじめを訴えやすい体

制を整えるとともに、家庭・地域と連携していじめを受けた児童の教育を受け

る権利等が擁護されるよう配慮する。 

④学校生活アンケートや教育相談において、児童が自ら SOS を発信すること及び

いじめの情報を教職員に報告することは、当該児童にとって多大な勇気を要す

るものであることから、児童からの相談に対しては迅速に対応する。 

 

 (３) いじめへの対処 
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  いじめの疑いやいじめが確認された時は、いじめを受けた児童や情報を提供し

てくれた児童の支援を最優先するとともに安全を確保し、いじめたとされる児童

からの事実確認と適切な指導などを対策委員会として行う。また、教育委員会へ

の連絡・相談や、事案に応じて関係機関との連携も行う。そのためにも、校内組

織の整備に努めるとともに、教職員が平素より、いじめを把握した場合の対処の

在り方について理解を深められるよう、校内研修を充実させる。 

    いじめが確認されたときの措置は以下の手順で行うものとする。 

   ①教職員は、いじめを発見し、または児童及び保護者等から相談・通報を受けた

ときは、対策委員会に速やかに報告する中で組織的に対応し、いじめの事実の

有無を確認する。特定の教職員がいじめに係る情報を抱え込み、対策委員会へ

の報告を怠ることがあってはならない。 

   ②いじめが確認された場合は、すぐにやめさせ、いじめを受けた児童の安全を確

保するとともに、その再発防止のため、いじめを受けた児童・保護者への支援

や、いじめを行った児童に対して、背景を踏まえた適切な指導をするとともに、

その保護者への助言を継続的に行う。 

   ③校長及び教員は、いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるような措

置をとる。 

   ④いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童の保護者との間で争いが

起きることのないよう、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有す

るための措置を行う。 

   ⑤いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警

察署と連携して対処する。児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じる

おそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。 

  

（４）重大事態への対処 

いじめの重大事態とは、 

「いじめにより、児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある

と認めるとき」 

「いじめにより、当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを

余儀なくされている疑いがあると認めるとき」 を指す。  （法第２８条） 

 

   ①いじめにより、重大事態およびそれに疑わしい事案が発生した場合は、速やか

に市教育委員会へ報告し、市教育委員会の指導助言のもと、事実確認の調査を

開始するなど適切かつ迅速に対処する。 

   ②調査に係る重大事態の事実確認等、その他の必要な情報を、いじめを受けた児

童等及びその保護者に対して適切に提供する。 

 

（５）いじめ解消の要件 

   いじめは単に謝罪をもって安易に解消することはできない。いじめが「解消して

いる」状態とは、少なくとも次の２点の要件がみたされている場合とする。ただし、

これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して

判断するものとする。 

① いじめに係る行為が止んでいること。 

  （ⅰ）被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通 

じて行われるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間（少なくとも３ヵ
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月を目安とする。）継続していること。 

 

  （ⅱ）いじめの被害の重大性等から、さらに長期の期間が必要であると判断した場

合は、この目安にかかわらず、より長期の期間を設定するものとする。 

  （ⅲ）教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童の様子を含め状況

を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。 

  （ⅳ）行為が止んでいない場合、改めて指導、見守りを継続する。 

  ②被害児童が心身の苦痛を感じていないこと。 

  （ⅰ）いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童

がいじめ行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。 

  （ⅱ）被害児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを

面談等により確認する。 

  （ⅲ）いじめが解消に至っていない段階では、被害児童を徹底的に守り通し、その

安全・安心を確保する。いじめ防止対策委員会においては、いじめが解消に

至るまで被害児童の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役

割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。 

  （ⅳ）「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあ

り得ることを踏まえ、当該いじめの被害児童及び加害児童について、日常的

に注意深く観察する。 

 

５．年間計画 

学期 各学年 学校全体 

 

 

１ 

学 

期 

相談窓口の周知 

 

家庭訪問 

・家庭での様子の把握 

 

アンケート①の実施 

個人面談① 

 

学期末懇談 

第１回いじめ対策・会議 

・年間計画の確認 

 

校内研修会① 

・学校いじめ防止基本方針の確認 

 

市第１回いじめ対応担当教員連絡会への

参加 

夏季 

休業 

 校内夏季研修会② 

・児童生徒理解 

 

２ 

学 

期 

アンケート②の実施 

個人面談② 

 

情報モラル教室 

 

学期末懇談 

第２回いじめ対策・会議 

・進捗状況の確認 

 

市第２回いじめ対応担当教員連絡会への

参加 

 

３ 

学 

期 

アンケート③の実施 

個人面談③ 

 

 

学期末懇談 

市第３回いじめ対応担当教員連絡会への

参加 

 

第３回いじめ対策・会議 

・学校いじめ防止基本方針の見直し 

    ※毎週火曜日の朝、各学年で心配な事象はないか、確認する。（生指朝会） 
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校長 教頭 教務 生活指導部（いじめ・不登校担当） 

学級担任 支援教育コーディネーター 養護教諭  

（必要に応じて SC,SSW等の専門機関を加える）  

 

  

 

警察 OB による 

市教育アドバイザー 

 

  

 

 

市スクールロイヤー 

 

指導・人権教育課 

  

 

 

６．学校組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告・相談 指導・助言 

 

 

 

 連携 

 

 

 

 

 

 

共通理解 組織対応 連携 

 

 

 

 

 

 相談・通報 支援・助言 

 

 

 

 

いじめ防止対策委員会 

大東市教育委員会 

関係諸機関 

市家庭児童相談室 

市子ども発達支援センター 

府子ども家庭センター 

四條畷警察署 等 

職員会議 
地域関係 

保護者等 

小 学 校 


